
令和６年10月27日執行

飯豊町選挙管理委員会

　○投票日　令和６年10月２７日㈰　　○投票時間　午前７時から午後7時まで
◉ 投票日と投票時間

◉ 投票所について

飯 豊 町 長 選 挙 公 報

（※ただし、飯豊町高齢者介護予防センター投票所、岩倉地区多目的集会施設
　  投票所は、午前７時から午後6時までとなります。）

投 票 区 投 票 所 施 設 名 投 票 区 投票所施設名

高峰多目的集会所第６投票区

第１投票区 萩生東部公民館 第７投票区 小白川公民館
飯豊町中部地区農村活性化センター第２投票区 飯豊町東部地区公民館第８投票区
中公民館第３投票区 松原公民館第９投票区
飯豊町白椿地区公民館第４投票区 飯豊町高齢者介護予防センター第10投票区
飯豊町立手ノ子小学校第５投票区 岩倉地区多目的集会施設第11投票区

◉ 投票のできる人
住所／日本国民で選挙基準日より３カ月以上前に転入し、飯豊町の住民基本台帳に登録されている方。
年齢／投票日に満18歳以上であること。ただし、期日前投票の場合は、期日前投票日当日に満18歳以上であること。

◉ 投票所入場券
投票所にお出かけの際は、入場券を忘れずにお持ちください。もし、入場券を紛失したときは、身分を証明できる物
をお持ちくだされば、投票することができます。

◉ 投票用紙の書き方
投票用紙には、候補者の氏名をひとりだけ書き、その他のことは、いっさい書かないでください。

◉ 代理投票
身体の故障等で文字を書けないときは、投票所で申し出れば代筆による「代理投票」の方法で投票することができます。

◉ 期日前投票
期　　間／10月23日㈬から10月26日㈯まで　　　投票時間／午前8時30分から午後8時まで
場　　所／飯豊町社会福祉協議会西側の施設

◉ 投票の仕方
10月27日㈰は、衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査が同時に行われるため、４回投票を
行うことができます。
① 衆議院議員小選挙区選出議員選挙　⇒　候補者の氏名を記載します。
② 衆議院議員比例代表選出議員選挙　⇒　政党その他の政治団体の名称又は略称を記載します。
③ 最高裁判所裁判官国民審査　⇒　やめさせた方がよいと思う裁判官に×を記載します。やめさせなくてよいと思
う裁判官には何も書きません。

④ 飯豊町長選挙　⇒　候補者の氏名を記載します。

◉ 問合わせ先
 飯豊町選挙管理委員会　電話８７－０５２０

第 5投票所（手ノ子地区）は、前回までの西部地区農村活性化センターから、手ノ子小学校に投票所が変わります。




